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食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 、 光 熱 水 費 及 び 居 室 の 提 供 に 要 す る  

費 用 に 係 る 利 用 料 等 に 関 す る 指 針  

                          平成18 ・ ９ ・ 29 ・ 厚生労働省告示 ５ ４ ５ 号   

改正平成19 ・ ４ ・ １ ・ 厚生労働省告示 １ ３ ７ 号  ＝平成19 ・ ４ ・ １ 適用 

改正平成19 ・ ６ ・ 29 ・ 厚生労働省告示 ２ ２ ７ 号  ＝平成19 ・ ７ ・ １ 適用 

改正平成20 ・ ７ ・ １ ・ 厚生労働省告示 ３ ５ ９ 号  ＝平成20 ・ ７ ・ １ 適用 

改正平成21 ・ ７ ・ １ ・ 厚生労働省告示 ３ ６ ７ 号  ＝平成21 ・ ７ ・ 15適用 

 

 

障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第

171 号 ） 第82条第 ４ 項 （ 第95条において準用する場合を含む。）、第 120 条第 ４ 項 、 第 159 条第 ４ 項 （ 第 164 条 、 第 173 条 、 第

184 条 、 第 197 条 、 第 202 条及び第 206 条において準用する場合を含む 。） 及び第 170 条第 ５ 項並びに障害者自立支援法に基

づ く 指定障害者支援施設等の人員 、 設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 172 号 ） 第19条第 ４ 項 （ 同令附則第

14条において読み替えて適用する場合を含む 。） の規定に基づき 、 食事の提供に要する費用 、 光熱水費及び居室の提供に要す

る費用に係る利用料等に関する指針を次のよ う に定め 、 平成18年10月 １ 日から適用し 、 指定短期入所 、 指定障害者デイサービ

ス及び基準該当障害者デイサービスに係る食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針 （ 平成18年厚生

労働省告示第 231 号 ） は 、 平成18年 ９ 月30日限り廃止する 。  

 

一  適正な手続の確保 

 指定生活介護事業所 （ 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 （ 平成

１ ８ 年厚生労働省令第 １ ７ １ 号 。 以下 「 指定障害福祉サービス基準 」 と い う 。） 第 ７ ８ 条第 １ 項に規定する指定生活介護事業

所をい う 。）、基準該当生活介護 （ 指定障害福祉サービス基準第 ９ ４ 条に規定する基準該当生活介護をい う 。） の事業を行 う 事

業所 、 指定短期入所事業所 （ 指定障害福祉サービス基準第 １ １ ５ 条第 １ 項に規定する指定短期入所事業所をい う 。 以下同

じ 。）、指定自立訓練 （ 機能訓練 ） 事業所 （ 指定障害福祉サービス基準第 １ ５ ６ 条第 １ 項に規定する指定自立訓練 （ 機能訓練 ）

事業所をい う 。）、基準該当指定自立訓練 （ 機能訓練 ） （ 指定障害福祉サービス基準第 １ ６ ３ 条に規定する基準該当自立訓練

（ 機能訓練 ） をい う 。） の事業を行 う 事業所 、 指定自立訓練 （ 生活訓練 ） 事業所 （ 指定障害福祉サービス基準第 １ ６ ６ 条第 １

項に規定する指定自立訓練 （ 生活訓練 ） 事業所をい う 。 以下同じ 。）、基準該当自立訓練 （ 生活訓練 ） （ 指定障害福祉サービス

基準第 １ ７ ２ 条に規定する基準該当自立訓練 （ 生活訓練 ） をい う 。） の事業を行 う 事業所 、 指定就労移行支援事業所 （ 指定障

害福祉サービス基準第 １ ７ ５ 条第 １ 項に規定する指定就労支援事業所をい う 。）、指定就労継続支援 Ａ 型事業所 （ 指定障害福祉

サービス基準第 １ ８ ６ 条第 １ 項に規定する指定就労継続支援 Ａ 型事業所をい う 。）、指定就労継続支援Ｂ型 （ 指定障害福祉サー

ビス基準第 １ ９ ８ 条に規定する指定就労継続支援Ｂ型をい う 。） の事業を行 う 事業所 、 基準該当就労継続支援Ｂ型事業所 （ 指

定障害福祉サービス基準第 ２ ０ ３ 条第 ２ 項に規定する基準該当就労継続支援Ｂ型事業所をい う 。）、特定基準該当障害福祉サー

ビス事業所 （ 指定障害福祉サービス基準第 ２ ２ ０ 条第 １ 項に規定する特定基準該当障害福祉サービス事業所をい う 。） 及び指

定障害者支援施設等 （ 障害者自立支援法 （ 平成 １ ７ 年法律第 １ ２ ３ 号 。 以下 「 法 」 と い う 。） 第 ３ ４ 条第 １ 項に規定する指定

障害者支援施設等をい う 。 以下同じ 。） （ 以下 「 事業所等 」 と総称する 。） における食事の提供 、 滞在の提供及び居室の提供

に係る契約 （ 以下 「 契約 」 と い う 。） の適正な締結を確保するため 、 次に掲げる と こ ろによ り 、 当該契約に係る手続を行 う こ

と 。  

イ  当該契約の締結に当た っ ては 、 利用者 （ 指定障害サービス基準第 ２ 条第 １ 号に規定する利用者をい う 。 以下同じ 。） 又

はその家族に対し 、 当該契約の内容について文書によ り事前に説明を行 う こ と 。  

ロ  当該契約の内容について 、 支給決定障害者等 （ 法第 ５ 条第 １ ７ 項第 ２ 号に規定する支給決定障害者等をい う 。 以下同

じ 。） から文書によ り同意を得る こ と 。  

ハ  食事の提供に要する費用 、 光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料について 、 その具体的な内容 、 金額の設

定及び変更に関し 、 運営規程 （ 指定障害福祉サービス基準第 ８ ９ 条 （ 第 １ ６ ２ 条 、 第 １ ７ １ 条 、 第 １ ８ ４ 条 、 第 １ ９ ７ 条 、

第 ２ ０ ２ 条及び第 ２ ２ ３ 条第 １ 項において準用する場合を含む。）、第 １ ２ ３ 条及び第 ２ ０ ４ 条並びに障害者自立支援法に

基づ く 指定障害者支援施設等の人員 、 設備及び運営に関する基準 （ 平成 １ ８ 年厚生労働省令第 １ ７ ２ 号 ） 第 ４ １ 条に規定

する運営規程をい う 。） への記載を行 う と と もに 、 事業所等の見やすい場所に掲示を行 う こ と 。  

二  食事の提供に要する費用 、 光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料 

イ  食事の提供に要する費用に係る利用料 

食事の提供に要する費用に係る利用料は 、 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とする こ と 。 ただ し 、 事業

所等に通 う 者 （ 施設入所支援又は法附則第 ２ １ 条第 １ 項に規定する特定旧法施設支援 （ 通所による ものを除 く 。） を受ける

者を除 く 。）、指定短期入所事業所の利用者又は指定自立訓練 （ 生活訓練 ） 事業所の利用者の う ち指定宿泊型自立訓練 （ 指定

障害福祉サービス基準第 １ ６ ６ 条第 １ 項第 １ 号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をい う 。） の提供を受ける者の う ち 、 障害

者自立支援法施行令 （ 平成 １ ８ 年政令第 １ ０ 号 ） 第 １ ７ 条第 １ 項第 １ 号に掲げる者の う ち 、 支給決定障害者等及び当該支給

決定障害者等と同一の世帯に属する者 （ 特定支給決定障害者 （ 同令第 １ ７ 条第 １ 項第 ２ 号に規定する特定支給決定障害者を

い う 。 以下この項において同じ 。） にあっ ては 、 その配偶者に限る 。） について指定障害福祉サービス等 （ 法第 ２ ９ 条第 １

項に規定する指定障害福祉サービス等をい う 。 以下この号において同じ 。） のあった月の属する年度 （ 指定障害福祉サービ

ス等のあった月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前年度 ） 分の地方税法 （ 昭和 ２ ５ 年法律第 ２ ２ ６ 号 ） の規定による

市町村民税 （ 同法の規定による特別区民税を含む 。） の同法第 ２ ９ ２ 条第 １ 項第 ２ 号に掲げる所得割 （ 同法第 ３ ２ ８ 条の規

定によ っ て課する所得割を除 く 。） の額 （ 障害者自立支援法施行規則 （ 平成 １ ８ 年厚生労働省令第 １ ９ 号 ） 第 ３ ８ 条の ２ に

掲げる規定によ る控除を されるべき金額がある と きは 、 当該金額を加算し た額とする 。） を合算し た額が  ２ ８ 万円未満
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（ 特定支給決定障害者にあっ ては 、 １ ６ 万円未満 ） である もの又は同令第 １ ７ 条第 １ 項第 ２ 号から第 ４ 号までに掲げる者に

該当する ものについては 、 食材料費に相当する額とする こ と 。  

ロ  光熱水費に係る利用料 

  光熱水費に係る利用料は 、 光熱水費に相当する額とする こ と 。  

ハ  居室の提供に要する費用に係る利用料 

(1)  居室の提供に要する費用に係る利用料は 、 室料に相当する額を基本とする こ と 。  

(2)  居室の提供に要する費用に係る利用料の水準の設定に当た っ て勘案すべき事項は 、 次のと お り とする こ と 。  

(一) 利用者が利用する施設の建設費用 （ 修繕費用 、 維持費用等を含み 、 公的助成の有無について も勘案する こ と 。）  

(二) 近隣地域に所在する類似施設の家賃の平均的な費用 


